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岡

本

友

子

一
、
事
実
の
概
要

平
成
一
三
年
八
月
一
八
日
、
Ｙ

(

被
告
、
控
訴
人
・
附
帯
被
控
訴
人
、

上
告
人)

は
、
Ｙ
所
有
の
普
通
乗
用
車
を
運
転
走
行
中
、
本
件
自
動
車
の

運
転
を
誤
り
歩
道
に
乗
り
上
げ
さ
せ
た
上
、
自
転
車
に
乗
り
同
歩
道
上
を

対
向
し
て
き
た
Ｘ
ら

(

原
告
、
被
控
訴
人
・
附
帯
控
訴
人
、
被
上
告
人)

の
子
Ａ

(

九
歳
男
児)

に
本
件
自
動
車
を
衝
突
さ
せ
死
亡
さ
せ
た

(

以
下

｢

本
件
事
故｣

と
い
う)

。

Ｘ
ら
は
、
本
件
事
故
に
よ
る
Ａ
の
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
法

定
相
続
分
で
あ
る
各
二
分
の
一
の
割
合
で
相
続
に
よ
り
取
得
し
、
民
法
七

〇
九
条
の
不
法
行
為

(

主
位
的)

ま
た
は
自
動
車
損
害
賠
償
法
三
条
に
基

づ
き

(

予
備
的
。
物
損
を
除
く)

、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
事
故
に
よ
る
損
害

賠
償
を
請
求
し
た

(

１)

。

本
件
は
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
当
た
り
Ａ
の
将
来
の
逸
失
利
益
を
現

在
価
額
に
換
算
す
る
た
め
に
控
除
す
べ
き
中
間
利
息
の
割
合
が
主
な
争
点

(

２)

と
な
っ
た
事
案
で
あ
り
、
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
に
よ

る
の
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
判
断
さ
れ
た
。

Ｘ
ら
は
、
ま
ず
、｢

被
害
者
の
将
来
に
わ
た
る
稼
働
収
入
相
当
損
害
額

の
現
在
価
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
中
間
利
息
控
除
割
合
は
、
物
価

及
び
賃
金
の
各
変
動
か
ら
導
か
れ
る
経
済
成
長
率
と
名
目
金
利
と
の
差
で

あ
る
実
質
金
利
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ｣

、｢

本
件
の
よ
う
に

訴
訟
の
場
に
お
い
て
、
実
質
金
利
を
定
め
る
場
合
、
前
提
と
な
る
基
礎
収

入
を
裁
判
時
点
に
固
定
す
る
こ
と
と
の
均
衡
上
、
実
質
金
利
に
つ
い
て
も
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改
正
民
法
下
の
逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
中
間
利
息
控
除
の
意
義

―
最
判
平
成
一
七
年
六
月
一
四
日

(

民
集
五
九
巻
五
号
九
八
三
頁)

―



裁
判
時
点
ま
で
の
実
質
金
利
を
も
っ
て
判
断
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。｣

と
し
た
。
そ
し
て
、｢

過
去
の
統
計
等
に
よ
れ
ば
、
実
質
金
利

が
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
こ
と｣

か
ら
、｢

将

来
の
損
害
に
つ
い
て
の
算
定
方
法
と
し
て
控
え
目
に
認
定
を
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
し
て
も
、
本
件
に
お
い
て
採
用
す
べ
き
中
間
利
息
の
控
除
率
は
年

三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。｣

と
主
張
し
た

(

３)

。

こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、｢
逸
失
利
益
の
現
在
価
値
算
定
に
あ
た
っ
て
中

間
利
息
控
除
率
を
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
べ
き
こ
と
は
損
害
保
険
実
務
の

慣
行
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
確
立
し
た
判
例
で
も
あ
る
。｣

と
反
論
し
た
。

ま
た
、
本
件
の
よ
う
に
年
少
者
の
場
合
、
そ
の
将
来
に
つ
い
て
不
確
定
な

要
素
が
多
い
た
め
、
控
え
目
な
認
定
を
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、｢

逸
失

利
益
の
現
在
価
値
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
も
控
え
目
な
算
定
方
法
が
採

用
さ
れ
る
べ
き｣

等
主
張
し
た

(

４)

。

二
、
訴
訟
の
経
緯

第
一
審

(

札
幌
地
判
平
成
一
五
年
一
一
月
二
六
日
民
集
五
九
巻
五
号
一

〇
三
二
頁)

・
原
審

(

札
幌
高
判
平
成
一
六
年
七
月
一
三
日
民
集
五
九
巻

五
号
一
〇
五
四
頁)

と
も
に
、
Ｘ
ら
の
主
張
を
採
用
し
、
Ａ
の
将
来
の
逸

失
利
益
の
算
定
に
お
け
る
中
間
利
息
の
控
除
割
合
を
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
べ
き
と
し

(

５)

、
Ｘ
ら
の
請
求
を
一
部
認
容
し
た
。

第
一
審
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
、
Ｘ
ら
が
主
張
す
る
年
三
パ
ー
セ
ン

ト
の
控
除
率
は
、
将
来
の
実
質
金
利
の
変
動
を
考
慮
し
て
も
十
分
に
控
え

め
な
も
の
で
あ
り
、
逸
失
利
益
の
算
定
に
お
け
る
中
間
利
息
の
控
除
割
合

と
し
て
適
切
で
あ
る
と
判
示
し
た

(

６)

。

�｢

不
法
行
為
時
の
一
時
金
で
請
求
す
る
場
合
の
中
間
利
息
控
除
率
と

し
て
は
、
Ｘ
ら
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
方
式
を
採
用
す
る
裁
判
実
務
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
民
法
四
〇

四
条
の
法
定
利
息
の
利
率
が
年
五
分
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
大
き
な
根
拠

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。｣

し
か
し
、｢

中
間
利
息
の
控
除
は
、
本
来

で
あ
れ
ば
将
来
に
し
か
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
金
員
を
現
在
得
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
を
い
く
ら
に
換
算
す
る
の
が
公
平
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ｣

り
、｢

民
法
上
の
法
定
利
息
の
利
率
が
年
五
分
で
あ
る
こ
と
と
は
直
接
に

は
関
係
の
な
い
問
題
で
あ
る
。｣

｢

損
害
賠
償
が
、
当
事
者
間
の
損
害
の
公

平
な
分
担
に
よ
る
べ
き
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
中
間
利
息
の
控
除
は
、
本
来

な
ら
将
来
に
な
ら
な
い
と
得
ら
れ
な
い
金
員
を
現
在
一
時
金
で
取
得
し
た

場
合
に
賠
償
を
受
け
る
べ
き
被
害
者
側
が
得
る
有
利
さ
の
度
合
い
と
、
一

時
金
で
先
に
支
払
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
賠
償
者
で
あ
る
加
害
側
の
不
利

益
を
勘
案
し
て
決
す
べ
き
で
あ
る
。｣

そ
し
て
、�｢
加
害
者
側
が
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
遅
延
し
た
場
合
、

被
害
者
側
は
そ
の
制
裁
と
し
て
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
し
か

得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら｣

、｢

中
間
利
息
控
除
を
せ
ず
に
定
期
金
賠
償

を
求
め
た
場
合
よ
り
も
低
い
額
の
賠
償
金
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。｣

加
害
者
側
も
、｢

本
来
な
ら
被
害
者
側
と
し
て
も
将
来
に
し
か
得
ら
れ
な

い
は
ず
の
金
員
を
不
法
行
為
時
の
一
時
金
と
し
て
一
括
し
て
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。｣

が
、
本
件

の
よ
う
な

｢
交
通
事
故
の
場
合
、
通
常
、
全
て
の
損
害
賠
償
は
保
険
に
よ

判例評釈
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り
行
わ
れ
る｣

。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
側
・
加
害
者
側
双
方
に
と
っ
て
、

｢
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
に
よ
る
中
間
利

息
控
除
が
、
原
則
と
し
て
中
間
利
息
控
除
の
最
大
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ｣

、

｢

市
中
金
利
が
極
め
て
低
い
と
か
、
実
質
金
利
が
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
と
い
っ

た
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
の
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
方
式
に
よ
る
中
間
利
息
控
除
が
過
大
な
中
間
利
息
控
除
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
容
易
に
推
認
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

｢

近
時
、
こ

の
よ
う
な
超
低
金
利
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
公
知
の

事
実
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。｣

｢

こ
の
よ
う
な
状
態

で
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
で
中
間
利
息
控
除
を
す
る
こ

と
は
、
い
か
に
も
過
剰
な
中
間
利
息
の
控
除
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。｣

�
金
利
が
低
い
状
況
が
今
後
も
数
十
年
に
わ
た
り
継
続
す
る
と
か
、

将
来
は
経
済
状
況
が
相
当
に
よ
く
な
る
と
い
う
予
測
も
ま
た
困
難
で
あ
る

か
ら
、
蓋
然
性
の
高
さ
か
ら
す
れ
ば
、｢

特
段
の
事
情
が
な
い
限
り

(

現

在
の
経
済
状
況
の
原
因
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
、

将
来
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
程
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
い
え
る
よ
う
な

場
合
な
ど)

、
現
在
の
状
況
を
も
と
に
認
定
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

し
た
が
っ
て
、｢

一
時
金
を
取
得
す
る
こ
と
は
、

金
利
に
よ
る
利
殖
以
外
の
有
利
さ
を
被
害
者
側
に
も
た
ら
す
と
し
て
も
、

中
間
利
息
控
除
を
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
に
し
て
計
算

す
る
こ
と
は
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。｣

ま
た
、
原
審

(

札
幌
高
判
平
成
一
六
年
七
月
一
三
日
民
集
五
九
巻
五
号

一
〇
五
四
頁)

は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
、
本
件
Ａ
の
逸
失
利
益
の
現

在
価
値
を
算
定
す
る
に
当
た
り
、｢

中
間
利
息
控
除
率
と
し
て
年
三
パ
ー

セ
ン
ト
を
用
い
る
の
が
相
当
で
あ
る
。｣

と
結
論
づ
け
た

(

７)

。

�
交
通
事
故
に
よ
る
逸
失
利
益
を
現
在
価
格
に
換
算
す
る
う
え
で
中

間
利
息
を
控
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
将
来
に
わ
た
る
分
割
払
い

と
比
べ
て
不
足
を
生
じ
な
い
だ
け
の
経
済
的
利
益
が
一
般
に
肯
定
さ
れ
る

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
基
礎
収
入
を
被
害
者
の
死
亡
ま

た
は
症
状
固
定
の
時
点
で
の
そ
れ
に
固
定
し
た
上
で
逸
失
利
益
を
現
在
価

格
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
中
間
利
息
の
控
除
割
合
は
裁
判
時
の
実
質
金

利

(

名
目
金
利
と
賃
金
上
昇
率
ま
た
は
物
価
上
昇
率
と
の
差)

と
す
べ
き

で
あ
る
。

そ
し
て
、�
被
害
者
に
よ
る
実
質
的
金
利
相
当
の
資
金
運
用
可
能
性

を
判
断
す
る
要
素
と
し
て
、
民
事
法
定
利
率
に
つ
い
て
の
民
法
四
〇
四
条

を
考
慮
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
条
が
利
息
を
生
ず
べ
き
債
権
の
利
率

に
つ
い
て
の
補
充
規
定
で
あ
り
、
実
質
金
利
と
は
異
な
る
名
目
的
金
利
を

定
め
る
規
定
で
あ
る
の
で
、
同
条
が
年
五
パ
ー
セ
ン
ト

(

年
五
分)

の
利

率
を
法
定
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
実
質
金
利
の
基
準
と
す
る
こ
と

の
合
理
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、�
旧
破
産
法

(

平
成
一
六
年
法
律
第
七
五
号
に
よ
る
廃
止
前

の
も
の)

四
六
条
五
号
他
の
倒
産
法
の
規
定
や
民
事
執
行
法
八
八
条
二
項

の
規
定
が
弁
済
期
未
到
来
の
債
権
を
現
在
価
額
に
換
算
す
る
に
際
し
て
民

事
法
定
利
率
に
よ
る
中
間
利
息
の
控
除
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
利
息
の
定
め
が
な
く
、
か
つ
、
弁
済
期
の
到
来
し
て
い
な
い
債

権
を
対
象
と
し
て
お
り
、
弁
済
期
が
到
来
し
、
か
つ
、
不
法
行
為
時
か
ら
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遅
延
損
害
金
が
発
生
し
て
い
る
逸
失
利
益
の
賠
償
請
求
権
と
は
そ
の
対
象

と
す
る
債
権
の
性
質
を
異
に
し
て
お
り
、
中
間
利
息
の
控
除
割
合
に
つ
い

て
こ
れ
ら
の
規
定
を
類
推
ま
た
は
そ
の
趣
旨
を
援
用
す
る
前
提
を
欠
く
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る

(

８)

。

そ
こ
で
、�
我
が
国
の
昭
和
三
一
年
か
ら
平
成
一
四
年
ま
で
の
四
七

年
間
に
お
け
る
定
期
預
金

(

一
年
物)

の
金
利

(

税
引
き
後)

と
賃
金
上

昇
率
と
の
差
が
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
年
は
一
六
年
で
、
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た

年
は
三
一
年
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
う
ち
プ
ラ
ス
二
％
を
超
え
た
の
は
三
年

(

最
大
値
は
プ
ラ
ス
二
・
三
％)
で
あ
り
、
マ
イ
ナ
ス
五
％
を
下
回
っ
た

年
は
一
六
年

(

最
小
値
は
マ
イ
ナ
ス
二
一
・
四
％)

で
あ
り
、
全
期
間
の

平
均
値
は
マ
イ
ナ
ス
三
・
三
二
％
で
あ
り
、
直
近
の
平
成
八
年
か
ら
平
成

一
四
年
ま
で
の
期
間
の
平
均
値
は
〇
・
二
五
％
で
あ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、

Ａ
の
将
来
の
逸
失
利
益
を
現
在
価
額
に
換
算
す
る
た
め
の
中
間
利
息
の
控

除
割
合
と
し
て
の
実
質
金
利
は
、
多
く
と
も
年
三
％
を
超
え
る
こ
と
は
な

く
、
中
間
利
息
の
控
除
割
合
を
年
三
％
と
す
る
こ
と
が
将
来
に
お
け
る
実

質
金
利
の
変
動
を
考
慮
し
て
も
十
分
に
控
え
目
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。こ

れ
に
対
し
、
Ｙ
が
上
告
及
び
上
告
受
理
申
立
て
。

三
、
判

旨

最
高
裁
は
、
Ｙ
の
上
告
受
理
申
立
て
を
受
理
し
、
Ｙ
の
敗
訴
部
分
に
つ

き
破
棄
差
戻
し
と
し
た
。

｢

我
が
国
で
は
実
際
の
金
利
が
近
時
低
い
状
況
に
あ
る
こ
と
や
原
審
の

い
う
実
質
金
利
の
動
向
か
ら
す
れ
ば
、
被
害
者
の
将
来
の
逸
失
利
益
を
現

在
価
額
に
換
算
す
る
た
め
に
控
除
す
べ
き
中
間
利
息
の
割
合
は
民
事
法
定

利
率
で
あ
る
年
五
％
よ
り
引
き
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
も
理
解
で

き
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
民
法
四
〇
四
条
に
お
い
て
民
事
法
定
利
率
が
年
五
％
と
定
め

ら
れ
た
の
は
、
民
法
の
制
定
に
当
た
っ
て
参
考
と
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
の
一
般
的
な
貸
付
金
利
や
法
定
利
率
、
我
が
国
の
一
般
的
な
貸
付
金
利

を
踏
ま
え
、
金
銭
は
、
通
常
の
利
用
方
法
に
よ
れ
ば
年
五
％
の
利
息
を
生

ず
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
行
法
は
、
将
来

の
請
求
権
を
現
在
価
額
に
換
算
す
る
に
際
し
、
法
的
安
定
及
び
統
一
的
処

理
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
法
定
利
率
に
よ
り
中
間
利
息
を
控
除
す

る
考
え
方
を
採
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
民
事
執
行
法
八
八
条
二
項
、
破

産
法
九
九
条
一
項
二
号

(

旧
破
産
法

(

平
成
一
六
年
法
律
第
七
五
号
に
よ

る
廃
止
前
の
も
の)

四
六
条
五
号
も
同
様)

、
民
事
再
生
法
八
七
条
一
項

一
号
、
二
号
、
会
社
更
生
法
一
三
六
条
一
項
一
号
、
二
号
等
は
、
い
ず
れ

も
将
来
の
請
求
権
を
法
定
利
率
に
よ
る
中
間
利
息
の
控
除
に
よ
っ
て
現
在

価
額
に
換
算
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
当
た

り
被
害
者
の
将
来
の
逸
失
利
益
を
現
在
価
額
に
換
算
す
る
に
つ
い
て
も
、

法
的
安
定
及
び
統
一
的
処
理
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
は
、

民
事
法
定
利
率
に
よ
り
中
間
利
息
を
控
除
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
案
ご
と
に
、

ま
た
、
裁
判
官
ご
と
に
中
間
利
息
の
控
除
割
合
に
つ
い
て
の
判
断
が
区
々

に
分
か
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
被
害
者
相
互
間
の
公
平
の
確
保
、
損
害
額
の
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予
測
可
能
性
に
よ
る
紛
争
の
予
防
も
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
諸
点

に
照
ら
す
と
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
当
た
り
、
被
害
者
の
将
来
の
逸
失

利
益
を
現
在
価
額
に
換
算
す
る
た
め
に
控
除
す
べ
き
中
間
利
息
の
割
合
は
、

民
事
法
定
利
率
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

四
、
研

究

(

９)

平
成
二
九
年
五
月
二
六
日
、｢

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(�)｣
(
｢

平

成
二
九
年
法
律
第
四
四
号｣)
が
成
立
し
た

(

以
下

｢

改
正
法｣

と
い
う)

。

改
正
法
は
、
同
年
六
月
二
日
公
布
さ
れ
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
二
〇
二

〇
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る

(�)
。

�
民
法
改
正
前
後
の
関
係
規
定

(�)
(

新
旧
対
照
条
文)

逸
失
利
益
は
、
将
来
長
期
に
わ
た
り
取
得
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
利
益
を

現
在
の
一
時
金
で
支
う
た
め
、
中
間
利
息
を
控
除
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ

の
現
価
算
定
に
当
た
り
中
間
利
息
の
控
除
割
合
・
方
式
等
に
つ
い
て
は
、

解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
。

改
正
法
で
は
、
規
定
を
新
設
し
、
四
一
七
条
の
二
第
一
項

(

及
び
七
二

二
条
第
一
項)

で
、
損
害
賠
償
請
求
権
発
生
時

(

不
法
行
為
の
場
合
は
不

法
行
為
時)

を
基
準
時
と
す
る
法
定
利
率
に
よ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。

�
民
法
改
正
前
後
の
本
判
決
の
位
置
づ
け

一

改
正
後
の
本
判
決
の
位
置
づ
け

(

本
判
決
の
明
文
化
、
本
判
決
と
異

な
る
内
容
が
明
文
化

(

意
味
を
失
う)

、
改
正
前
と
異
な
る
位
置
づ
け
、

改正民法下の逸失利益算定における中間利息控除の意義

(熊本法学147号 '19)

―最判平成17年６月14日 (民集59巻５号983頁)―

177

改正後 改正前

(中間利息の控除)

第417条の２(13)将来において取得すべき利益に

ついての損害賠償の額を定める場合におい

て､ その利益を取得すべき時までの利息相

当額を控除するときは､ その損害賠償の請

求権が生じた時点における法定利率により､

これをする｡

２ 将来において負担すべき費用についての

損害賠償の額を定める場合において､ その

費用を負担すべき時までの利息相当額を控

除するときも､ 前項と同様とする｡

(損害賠償の方法､ 中間利息の控除及び過失相

殺)

第722条 第417条及び第417条の２の規定は､

不法行為による損害賠償について準用する｡

２ (略)

(新設)

(損害賠償の方法及び過失相殺)

第722条 第417条の規定は､ 不法

行為による損害賠償について準

用する｡

２ (同上 (同左))



改
正
前
と
同
じ
位
置
づ
け
な
ど

(�))
本
判
決
の
枠
組
を
明
文
化
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
判
決
は
、
改
正
後
は
意

味
を
失
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

本
判
決

(�)
は
、
九
歳
男
児
の
自
動
車
事
故
死
に
基
づ
き
両
親
が
損
害
賠
償

を
請
求
し
た
事
案
で
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
当
た
り
、
九
歳
男
児
の
将

来
の
逸
失
利
益
を
現
在
価
額
に
換
算
す
る
た
め
に
控
除
す
べ
き
中
間
利
息

の
割
合
が
主
な
争
点
と
な
り
、
①
法
的
安
定
性
や
統
一
的
処
理
の
必
要
性
、

②
被
害
者
相
互
間
の
公
平
の
確
保
、
③
損
害
額
の
予
測
可
能
性
に
よ
る
紛

争
の
予
防
等
を
理
由
に
、
最
高
裁
と
し
て
初
め
て

｢

損
害
賠
償
額
の
算
定

に
当
た
り
、
被
害
者
の
将
来
の
逸
失
利
益
を
現
在
価
額
に
換
算
す
る
た
め

に
控
除
す
べ
き
中
間
利
息
の
割
合
は
、
民
事
法
定
利
率
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い｣

と
判
示
し
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
判
断
が
分
れ
て
い
た
下
級

審
の
統
一
化
を
図
っ
た
点
で
、
実
務
的
意
義
を
有
し
た
。

改
正
後
は
、
中
間
利
息
を
控
除
す
る
と
き
は
、
変
動
法
定
利
率

(

後
掲

の
改
正
民
法
四
〇
四
条
参
照
。
現
民
法
の
年
五
％
の
固
定
制
か
ら
利
率
の

変
動
制
に
変
更
。
当
初
か
ら
三
年
間
は
三
％
に
固
定)

に
拠
る
こ
と
に
な

る
。現

行
法
定
利
率
と
市
中
金
利
が
大
き
く
乖
離
し
、
当
事
者
間
に
制
度
上

予
定
し
な
い
不
公
平
が
生
じ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
の
乖
離
を
防

ぐ
観
点
か
ら
、
金
利
計
算
の
簡
明
さ
を
保
ち
つ
つ
、
法
定
利
率
を
そ
の
時
々

に
お
け
る
市
中
金
利
の
水
準
に
可
及
的
に
合
致
さ
せ
る
た
め
に
、
法
定
利

率
が
変
動
制
と
さ
れ
た

(�)

。
な
お
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
二
日
衆
議
院
議
員

法
務
委
員
会
で
、｢

中
間
利
息
控
除
に
用
い
る
利
率
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

本
法
施
行
後
の
市
中
金
利
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
対
応
を
検

討
す
る
こ
と

(�)

。｣

と
の
附
帯
決
議
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
中
間
試
案
で
は
、
現
行
の
年
五
％
の
固
定
制
を
維
持
し

た
が
、
中
間
試
案
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

(

各
論
二

(�))

で
は

反
対
が
多
く
、
主
に
①
中
間
利
息
控
除
は
原
則
と
し
て
運
用
利
率
に
近
い

利
率
で
行
う
べ
き
で
あ
り
、
五
％
は
高
す
ぎ
る
、
②
法
定
利
率
と
中
間
利

息
控
除
の
割
合
と
の
比
較
に
お
い
て
後
者
だ
け
高
い
ま
ま
固
定
さ
れ
る
こ

と
は
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
著
し
く
不
合
理
で
あ
る

(�)

、
と
い
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

本
条
に
よ
り
、
現
在
の
算
定
方
式
を
前
提
と
す
る
と
、
実
際
の
逸
失
利

益
の
賠
償
額
は
大
き
く
増
額
さ
れ
る

(�)

こ
と
に
な
り
、
裁
判
実
務
に
対
す
る

影
響
も
非
常
に
大
き
い
も
の
と
な
ろ
う
。

今
後
の
課
題

(�)

と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

�
①
法
定
利
率
の
変
動
に
伴
っ
て
賠
償
す
べ
き
損
害
額
が
変
動
す
る
と
、

損
害
保
険
の
内
容
に
つ
い
て
見
直
し
が
必
要
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ

の
見
直
し
の
頻
度
が
高
く
な
る
と
、
損
害
保
険
会
社
に
は
保
険
の
見
直
し

に
係
る
コ
ス
ト
増
が
発
生
す
る
。
こ
れ
は
、
ひ
い
て
は
、
自
動
事
故
等
を

対
象
と
す
る
損
害
保
険
の
保
険
料
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、
②
法
定
利
率
の
変
動
に
伴
っ
て
保
険
金
支
払
額
に
変
動
が
生
じ
得
る

た
め
、
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
保
険
料
の
支
払
時
と
実
際
の
事
故
時
で
想

定
さ
れ
た
損
害
賠
償
額
の
水
準
が
異
な
り
得
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
社
会
的
コ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

さ
ら
に
、�
法
定
利
率
に
伴
っ
て
中
間
利
息
控
除
に
用
い
る
割
合
も
変
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動
す
る
と
、
被
害
者
が
被
害
を
受
け
た
時
期
に
よ
っ
て
、
仮
に
他
の
要
素

が
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
損
害
賠
償
額
が
異
な
り
得
る
こ
と
と
な

る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

改
正
法
は
、
①
三
年
毎
の
見
直
し
、
②
見
直
し
の
基
準
と
な
る
金
利
は

六
〇
ヵ
月
の
貸
出
金
利
の
平
均
値
、
③
変
動
は
一
％
単
位
、
か
ら
成
る

｢

穏
や
か
な
変
動
制

(�)｣
を
採
用
し
て
お
り
、
上
記
課
題
は
さ
ほ
ど
問
題
と

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

改
正
前

中
間
利
息
控
除
は
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
当
た
り
、
将
来
の
逸
失
利

益
額
を
現
在
価
額
に
換
算
す
る
た
め
、
損
害
賠
償
額
の
基
準
時
か
ら
将
来

利
益
を
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
時
ま
で
の
利
息
相
当
額

(

中
間
利
息)

を
控

除
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
民
法
に
は
中
間
利
息
の
算
定
方
法
に
つ
い
て

の
規
定
は
な
か
っ
た
。

裁
判
実
務
で
は
、
原
則
と
し
て
中
間
利
息
控
除
の
利
率
に
つ
き
、
年
五

％
の
法
定
利
率
を
用
い
て
い
る

(�)
。
平
成
一
一
年
一
一
月
一
六
日
、
東
京
・

大
阪
・
名
古
屋
の
三
地
裁
民
事
交
通
事
故
専
門
部
に
よ
る

｢

交
通
事
故
に

よ
る
逸
失
利
益
の
算
定
方
式
に
つ
い
て
の
共
同
提
言｣

で
は
、
中
間
利
息

の
控
除
方
法
に
つ
き
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
に
統
一
し
、
中
間
利
息
の
控
除

割
合
は

｢

特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
年
五
分
の
割
合
に
よ
る｣

と
し
た

(�)
。

そ
の
事
情
と
し
て
、
①
損
害
賠
償
金
元
本
に
附
帯
す
る
遅
延
損
害
金
に
つ

い
て
は
民
事
法
定
利
率
が
年
五
分
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
過
去
の
経
験

に
基
づ
い
て
長
期
的
に
見
れ
ば
年
五
分
の
利
率
は
必
ず
し
も
不
相
当
と
は

い
え
な
い
こ
と
、
③
個
々
の
事
案
ご
と
に
利
率
の
認
定
作
業
を
す
る
こ
と

は
、
非
常
に
困
難
で
、
大
量
の
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
の

適
正
か
つ
迅
速
な
処
理
の
要
請
に
よ
る
損
害
の
定
額
化
及
び
定
型
化
の
方

針
に
反
す
る
こ
と
な
ど
が
考
慮
さ
れ
た
。

こ
の

｢

共
同
提
言｣

以
降
も
、
近
時
の
長
期
の
低
金
利
の
も
と
で
は
、

逸
失
利
益
の
算
定
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
本
判
決
の
第
一
審
・

原
審
の
よ
う
に
、
五
％
よ
り
も
低
い
利
率
を
採
用
す
る
裁
判
例

(�)

も
見
ら
れ

た
。
学
説
で
も
、
法
定
利
率
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
中
間
利
息
控
除
に
対
し

て
、
今
日
の
定
期
預
金
金
利
の
低
さ
に
鑑
み
る
と
、
一
時
金
を
運
用
し
た

な
ら
ば
被
害
者
が
得
る
で
あ
ろ
う
利
息
額
は
、
中
間
利
息
額
を
大
幅
に
下

回
り
、
ま
た
現
在
価
額
に
評
価
替
え
を
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
中
間
利
息

の
控
除
は
利
息
債
権
に
関
す
る
民
法
四
〇
四
条
が
直
接
適
用
さ
れ
る
場
合

で
は
な
い
か
ら
、｢

必
ず
し
も
不
合
理
な
方
法
と
は
言
え
な
い｣

と
評
価

さ
れ
て
い
る
算
定
方
式
に
も

｢

本
当
に
改
善
の
余
地
は
な
い
の
か｣

と
問

題
提
起
を
す
る
者

(�)

が
い
た
。
ま
た
、
津
地
熊
野
支
判
平
成
一
二
年
一
二
月

二
六
日
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
三
八
〇
号
五
頁
同
様
、
折
衷
的
な
解
決
を
示

唆
す
る
者
も
い
た
。
た
と
え
ば
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
よ
る
控
除
率
調

整
方
式
の
主
張

(�)
、
中
間
利
息
控
除
の
問
題
は
基
本
的
に
は
事
実
認
定
の
問

題
と
し
て
も
、
現
状
と
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
の
乖
離
は
大
き
過
ぎ
、
裁
判
で

や
る
場
合
に
は
少
な
く
と
も
当
面
、
こ
こ
一
〇
年
ぐ
ら
い
は
か
な
り
の
低

金
利
状
態
が
続
く
状
況
で
三
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
に
し
、
そ
れ
以
降
は
従

来
の
慣
行
で
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
お
く
と
か
、
工
夫
が
あ
っ
て
よ
い

(�)

、

｢

裁
判
官
が
個
々
の
事
案
に
お
い
て

『

相
当
な
認
定』

と
し
て
法
定
利
率
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と
異
な
る
中
間
控
除
の
割
合
を
適
用
す
る
こ
と
も
否
定
す
べ
き
で
な
い
の

で
は
な
い
か

(�)｣
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
定
利
率
の
変
動
制

を
主
張
す
る
者

(�)
も
い
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
法
的
安
定
性
及
び
統
一
的
な
処
理
の

観
点
か
ら
、
従
来
か
ら
の
立
場
を
踏
襲
し
、
四
〇
四
条
の
法
定
利
率
を
基

準
と
す
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
本
判
決
以
降
は
、
被
害
者

側
が
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
主
張

(�)
し
た
と
し
て
も
、
通
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た

(�)
。

本
決
決
以
降
、
被
害
者
側
は
、
新
た
に
、�
中
間
利
息
の
控
除
方
式
に

つ
い
て
ホ
フ
マ
ン
式
の
採
用
や
、�
損
害
賠
償
金
の
請
求
方
法
に
つ
い
て

一
時
金
賠
償
方
式
に
代
え
て
定
期
金
賠
償
方
式
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

�
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
中
間
利
息
の
控
除
方
式
に
つ
い
て

は
、
単
利
方
式
で
あ
る
ホ
フ
マ
ン
方
式
と
複
利
方
式
で
あ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
方
式
が
存
在
す
る
が
、
従
来
こ
の
い
ず
れ
の
方
式
も
不
合
理
と
は
い
え

な
い
と
し
て
実
務
上
是
認
さ
れ
て
き
た

(

最
判
昭
和
五
三
年
一
〇
月
二
〇

日
民
集
三
二
巻
七
号
一
五
〇
〇
頁
、
最
判
昭
和
五
四
年
六
月
二
六
日
交
通

民
集
一
二
巻
三
号
六
〇
七
頁
、
最
判
昭
和
五
六
年
一
〇
月
八
日
交
通
民
集

一
四
巻
五
号
九
九
三
頁
、
最
判
平
成
二
年
三
月
二
三
日
判
時
一
三
五
四
号

八
五
頁
、
最
判
平
成
八
年
一
月
一
八
日
自
動
車
保
険
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
一
四

一
号
二
頁
、
最
判
平
成
二
二
年
一
月
二
六
日
判
時
二
〇
七
六
号
四
七
頁)

。

前
述
し
た
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
の
三
地
裁
民
事
交
通
事
故
専
門
部
の

｢

共
同
提
言｣

は
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
日
以
降
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
に

よ
る
と
し
た

(�)

。

し
か
し
、
被
害
者
側
と
し
て
は
、
本
判
決
に
よ
り
中
間
利
息
の
控
除
割

合
が
裁
判
上
民
事
法
定
利
率
年
五
％
に
確
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
中

間
利
息
が
控
除
さ
れ
過
ぎ
で
あ
る
と
し
て
、
実
務
上
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
式
と

さ
れ
る
も
の
の
、
中
間
利
息
の
控
除
方
式
は
単
利
の
ホ
フ
マ
ン
方
式
を
採

用
す
べ
き
旨
の
主
張
が
考
え
ら
れ
た

(�)
(｢

中
間
利
息
控
除
利
率
は
五
パ
ー

セ
ン
ト
、
控
除
方
法
は
ホ
フ
マ
ン
方
式｣)

。

ま
た�
に
つ
い
て
、
従
来
、
定
期
金
賠
償
方
式
は
、
長
期
に
わ
た
る
賠

償
金
の
支
払
に
な
る
た
め
加
害
者
側
の
履
行
確
保
の
問
題
が
生
じ
る
た
め

積
極
的
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
死
亡
逸
失
利
益
に
つ
き
定
期
金

賠
償
方
式
を
主
張
す
る
合
理
性
や
、
被
害
者
の
申
立
て
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
定
期
金
賠
償
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
東
京
高
判
平
成
一
三
年
六
月
一
三
日
判
時
一
七
五
二
号
四
四
頁
が

｢

逸
失
利
益
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
被
害
者
は
、
こ
れ
を
不
満
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
一
時
金
に
よ
る
賠
償
で
は
な
く
、
中
間
利
息
の
控
除
と
い

う
問
題
を
生
じ
な
い
定
期
金
に
よ
る
賠
償

(

民
事
訴
訟
法
一
一
七
条
参
照)

を
請
求
す
る
と
い
う
方
法
も
採
り
得
る｣

と
付
言
し
て
い
た
。
ま
た
、
学

説
か
ら
も
、
定
期
金
賠
償
方
式
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
旨
の
主
張
が
み
ら

れ
た

(�)
。

そ
こ
で
、
本
判
決
以
降
、
従
来
か
ら
の
一
時
金
賠
償
方
式
に
代
え
て
、

定
期
金
賠
償
方
式
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
が
散
見
さ
れ
た

(�)

。

三

改
正
後

(

関
連
す
る
こ
と
な
ど)

改
正
後
、
被
害
者
側
の
前
記��
の
主
張
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

判例評釈

(熊本法学147号 '19) 180



中
間
利
息
の
控
除
が
変
動
法
定
利
率

(

後
掲
改

正
民
法
四
〇
四
条
に
よ
り
二
〇
二
〇
年
四
月
一

日
〜
二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日
の
当
初
三
年
間

は
三
％)
に
基
づ
く
た
め
、
年
五
％
の
ホ
フ
マ

ン
方
式
に
よ
る
逸
失
利
益
算
定
よ
り
も
賠
償
額

が
増
額
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
中
間
利
息

の
控
除
自
体
を
回
避
す
る
に
は
定
期
金
賠
償
方

式
が
最
適
で
あ
る
が
、
一
長
一
短
が
あ
る
た
め
、

当
初
三
％
の
変
動
法
定
利
率
の
施
行
後
は
ど
う

な
る
か
、
今
後
の
推
移
を
見
守
り
た
い
。

な
お
、
後
遺
障
害
逸
失
利
益
の
算
定
に
お
い

て
、
適
用
さ
れ
る
中
間
利
息
の
控
除
割
合
は
不

法
行
為
時

(�)

で
あ
る
も
の
の
、
い
つ
の
時
点
で
現

在
価
額
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
か
、
事
故
時
か

症
状
固
定
時
か
は
、
改
正
後
に
お
い
て
も
な
お

解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

(�)
。

ま
た
、
四
一
七
条
の
二
第
二
項

(

及
び
七
二

二
条
一
項)

で
は
、
将
来
の
逸
失
利
益
の
み
な

ら
ず
、
将
来
の
介
護
費
用
の
よ
う
な
、
将
来
負

担
す
べ
き
費
用
に
つ
い
て
も
、
損
害
賠
償
額
算

定
に
お
け
る
中
間
利
息
控
除
の
場
面
で
は
、
利

息
債
権
と
同
様
の
基
準
で
変
動
制
が
妥
当
し
、

そ
の
利
率
の
基
準
時
は
損
賠
賠
償
請
求
権
発
生
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改正後 改正前

(法定利率)
第404条(40)利息を生ずべき債権について別段の意
思表示がないときは､ その利率は､ その利息が
生じた最初の時点における法定利率による｡
２ 法定利率は､ 年３パ－セントとする｡
３ 前項の規定にかかわらず､ 法定利率は､ 法
務省令で定めるところにより､ ３年を１期とし､
１期ごとに､ 次項の規定により変動するものと
する｡
４ 各期における法定利率は､ この項の規定に
より法定利率に変動があった期のうち直近のも
の (以下この項において ｢直近変動期｣ とい
う｡) における基準割合と当期における基準割
合との差に相当する割合 (その割合に１パ－
セント未満の端数があるときは､ これを切り捨
てる｡) を直近変動期における法定利率に加算
し､ 又は減算した割合とする｡
５ 前項に規定する ｢基準割合｣ とは､ 法務省
令で定めるところにより､ 各期の初日の属する
年の６年前の年の１月から前々年の12月まで
の各月における短期貸付けの平均利率 (当該
各月において銀行が新たに行った貸付け (貸
付期間が一年未満のものに限る｡) に係る利率
の平均をいう｡) の合計を60で除して計算した
割合 (その割合に0.1パ－セント未満の端数が
あるときは､ これを切り捨てる｡) として法務
大臣が告示するものをいう｡

(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権につ
いて別段の意思表示がないとき
は､ その利率は､ 年５分とする｡
(新設)
(新設)

(新設)

(新設)



時
の
法
定
利
率
と
す
る
こ
と
を
示
し
た

(�)

。

最
後
に
、
人
身
損
害
賠
償
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
逸
失
利
益
の
賠
償
を

中
核
と
す
る
現
在
の
裁
判
実
務
の
算
定
方
式
が
適
切
妥
当
で
あ
る
か
、
改

正
後
も
な
お
損
害
賠
償
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
再
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

註(

１)

Ｘ
ら
は
、
主
位
的
請
求
と
し
て
逸
失
利
益
を
一
時
金
で
の
支
払
い

を
求
め
、
か
つ
逸
失
利
益
の
算
定
に
当
た
り
中
間
利
息
控
除
の
割
合

を
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
で
行
う
べ
き
こ
と
を
主
張

し
、
そ
れ
が
採
用
さ
れ
な
い
場
合
に
は
予
備
的
請
求
に
基
づ
く
判
決

を
求
め
て
い
る
。

(

２)

他
に
、
Ａ
の
基
礎
収
入
額
、
慰
謝
料
額
、
及
び
Ｘ
ら
の
求
め
た
慰

謝
料
部
分
に
つ
い
て
は
定
期
金
賠
償
と
す
る
こ
と
の
可
否
等
が
あ
る

が
、
本
稿
で
は
中
間
利
息
控
除
の
割
合
に
つ
い
て
の
み
採
り
上
げ
る
。

(

３)

民
集
五
九
巻
五
号
一
〇
五
八
頁
〜
一
〇
六
〇
頁
。
Ｘ
ら
は
、
①
中

間
利
息
控
除
率
を
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
実
務
慣
行
、
②
中
間
利
息

と
民
事
法
定
利
率
の
関
係
、
③
破
産
法
等
他
の
法
律
と
の
関
係
、
④

遅
延
損
害
金
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
主
張
し
て
い
る
。

①

｢

多
数
の
交
通
事
故
損
害
賠
償
事
件
に
お
け
る

『

法
的
安
定
性

の
維
持』

、『

民
事
法
定
利
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る』

、『

破
産

法
等
が
中
間
利
息
に
つ
い
て
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
控
除
を
定
め
て

い
る』

、『

交
通
事
故
の
損
害
金
元
本
に
付
さ
れ
る
遅
延
損
害
金
の

率
が
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る』

と
い
っ
た
こ
と
が
ら
を
論
拠
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
将
来
の
収
入
を
失
っ
た
者
の
逸
失
利
益
の
現

在
価
値
を
経
済
的
に
求
め
る
と
い
う
中
間
利
息
控
除
の
考
え
方
自

体
に
そ
ぐ
わ
な
い｣

。｢

Ｘ
ら
は
、
過
去
の
多
数
の
裁
判
例
が
採
用

し
た
逸
失
利
益
の
現
在
価
値
算
定
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
合
理
性

が
な
い
旨
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
法
的
安
定
性

を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
は
議
論
を
圧
殺
す
る
も
の
で
あ
る
。｣

ま
た
、
②

｢

民
事
法
定
利
率
は
、
元
本
に
対
す
る
法
定
利
率
で

あ
り
、
そ
れ
は
名
目
利
子
率
を
基
礎
に
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
こ
ろ｣

、｢

本
件
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
基
礎
収
入
を
裁

判
時
に
固
定
し
た
上
で
、
将
来
の
逸
失
利
益
の
現
在
価
値
を
算
定

す
る
場
面
に
お
け
る
中
間
利
息
控
除
率
で
あ
る
か
ら
、
名
目
利
子

率
又
は
そ
れ
に
基
づ
く
法
定
利
率
を
適
用
す
る
こ
と
の
必
然
性
や

合
理
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。｣

③

｢

破
産
法
等
が
中
間
利
息
に
つ
い
て
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
控
除
を

定
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
弁
済
期
未
到
来
の
債

権
に
つ
い
て
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
将
来
利
息
分
を
控
除
し
て
現
在

額
を
算
定
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る｣

の
に
対
し
、｢

本
件
で
問

題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
既
に
履
行
期
が
到
来
し
て
遅
滞
に
陥
っ
て

い
る
損
害
賠
償
債
権
で
あ｣

り
、
か
つ

｢

そ
の
損
害

(

逸
失
利
益)

に
は
そ
も
そ
も
将
来
分
の
利
息
・
損
害
金
の
上
乗
せ
は
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る｣

か
ら
、｢

逸
失
利
益
算
定
に
お
い
て
上
記
破
産
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法
等
の
規
定
を
援
用
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。｣

し
た
が
っ
て
、
④

｢

交
通
事
故
の
損
害
金
元
本
に
付
さ
れ
る
遅

延
損
害
金
の
率
が
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
逸
失
利

益
の
現
在
価
値
を
算
定
す
る
場
合
の
中
間
利
息
控
除
率
は
民
事
法

定
利
率
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
も
ま
た
不
合
理
で
あ
る
。｣

要
す
る
に
、
中
間
利
息
の
控
除
割
合
を
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り

も
低
く
す
べ
き
理
由
と
し
て
、
現
在
の
わ
が
国
の
預
金
金
利
の
実

情
な
ど
に
鑑
み
、
現
在
の
低
金
利
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
年
五
分

の
法
定
金
利
は
高
く
、
国
民
生
活
か
ら
乖
離
し
実
態
に
即
し
て
お

ら
ず
、
長
期
的
に
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
大
幅
に
下
回
る
実
質
金
利

し
か
期
待
で
き
な
い
。
当
事
者
の
公
平
と
い
う
観
点
か
ら
、
利
率

は
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

遅
延
損
害
金
と
中
間
利
息
控
除
と
は
性
格
が
異
な
る
の
で
、
前
者

が
法
定
利
率
に
よ
っ
て
も
後
者
は
法
定
利
率
に
よ
る
必
要
は
な
い

こ
と
に
な
る
。

(

４)

民
集
五
九
巻
五
号
一
〇
六
一
頁
。
そ
の
他
、
Ｙ
は
、｢
中
間
利
息

控
除
率
と
し
て
他
の
損
害
賠
償
額
に
対
す
る
の
と
同
様
に
年
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
他
の
損
害
賠
償
と
の
均
衡
を
図
る
上

で
も
妥
当
な
方
法｣

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
件
の
よ
う

に

｢

死
亡
し
た
被
害
者

(

年
少
者)

の
逸
失
利
益
を
そ
の
両
親
が
相

続
す
る｣

、
い
わ
ゆ
る
逆
相
続
は

｢

極
め
て
擬
制
的
で
あ｣

る
と
し

て
、｢

被
害
者

(

年
少
者)

の
逸
失
利
益
が
本
来
で
あ
れ
ば
ど
の
よ

う
に
費
消
さ
れ
る
か
は
全
く
予
測
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
中
間
利
息

控
除
率
に
つ
い
て
の
み
Ｘ
ら
の
主
張
に
係
る
計
算
を
す
べ
き
合
理
性

は
な
い
。｣

と
主
張
し
た
。

(

５)

第
一
審
及
び
原
審
に
よ
る
と
、
九
歳
男
子
の
死
亡
逸
失
利
益
額
は
、

一
八
歳
か
ら
六
七
歳
ま
で
の
四
九
年
間
、
平
成
一
三
年
賃
金
セ
ン
サ

ス
男
子
全
年
齢
平
均
賃
金
年
額
五
六
九
万
九
一
〇
〇
万
円
を
基
礎
に
、

生
活
費
を
五
〇
％
控
除
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
に
よ
り
中
間
利
息

を
控
除
し
て
算
定
し
た
場
合
、
中
間
利
息
の
利
率
を
年
三
％
と
す
る

と
五
五
三
〇
万
三
二
六
二
円
、
年
五
％
と
す
る
と
三
三
一
三
万
八
八

九
七
円
で
あ
り
、
こ
の
差
額
は
二
二
一
六
万
四
三
六
五
円
と
な
る
。

ち
な
み
に
、
Ｘ
ら
の
主
張
は
、
平
成
一
〇
年
度
賃
金
セ
ン
サ
ス
大

卒
男
子
全
年
齢
平
均
賃
金
六
八
九
万
二
三
〇
〇
円
を
基
礎
に
、
二
二

歳
か
ら
六
七
歳
ま
で
の
四
五
年
間
、
生
活
費
控
除
率
を
四
〇
％
、
中

間
利
息
控
除
率
を
三
％
と
し
て
七
一
一
一
万
五
八
四
〇
円
で
あ
っ
た
。

(

６)

民
集
五
九
巻
五
号
一
〇
四
三
〜
一
〇
四
六
頁
。
な
お
、
逸
失
利
益

の
賠
償
に
つ
い
て
正
確
性
に
お
い
て
優
れ
て
い
る

｢

定
期
金
賠
償｣

の
方
式
を
選
択
せ
ず

｢

一
時
金
に
よ
る
賠
償
を
求
め
る
以
上
は
、
裁

判
実
務
の
慣
行
通
り
、
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
に

よ
る
中
間
利
息
控
除
を
さ
れ
て
も
仕
方
な
い｣

と
い
う
考
え
方
に
対

し
て
も
、
以
下
の
と
お
り
斥
け
た
。
定
期
金
賠
償
の
場
合
、｢

将
来

賠
償
義
務
者
で
あ
る
加
害
者
が
死
亡
し
相
続
放
棄
さ
れ
た
場
合
や
破

産
に
よ
る
免
責
を
受
け
た
場
合
、
将
来
分
の
賠
償
金
の
回
収
が
で
き

な
く
な
る
危
険
を
被
害
者
側
が
負
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
定

期
金
賠
償
の
方
法
を
選
択
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
年
五
パ
ー
セ
ン
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ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
で
中
間
利
息
控
除
さ
れ
る
こ
と
を
甘
受
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

(

７)
民
集
五
九
巻
五
号
一
〇
六
五
〜
一
〇
六
八
頁
。
そ
の
他
、
原
審
は
、

過
去
の
圧
倒
的
多
数
の
裁
判
例
が
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
法
定
利
率
を

も
っ
て
逸
失
利
益
の
中
間
利
息
控
除
割
合
と
し
た
法
的
安
定
性
の
維

持
に
対
し
て
は
、｢
顕
著
な
事
実｣

と
し
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ

て
、
中
間
利
息
控
除
割
合
と
し
て
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
法
定
利
率
を

採
用
し
て
も
な
お
、
将
来
に
わ
た
る
分
割
払
い
に
比
べ
不
足
を
生
じ

な
い
だ
け
の
経
済
的
利
益
が
被
害
者
に
与
え
ら
れ
た
と
一
般
的
に
肯

定
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た

(
同
一
〇
六
六
〜
一
〇
六
七
頁)

。

(

８)

な
お
、
本
文
各
法
条
の
場
合
と
本
件
逸
失
利
益
算
定
の
場
合
と
は
、

い
ず
れ
も
将
来
を
予
測
す
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
要
素
が
認
め
ら

れ
な
い
で
は
な
い
が
、
破
産
法
等
が
規
定
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、

無
利
息
債
権
に
つ
い
て
の
期
限
到
来
ま
で
の
利
益
と
し
て
折
り
込
ま

れ
た
期
限
未
到
来
債
権
額
相
当
部
分
を
名
目
金
利
で
あ
る
法
定
利
率

相
当
額
と
み
な
す
こ
と
に
一
応
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、

裁
判
時
に
認
定
さ
れ
た
基
礎
収
入
を
固
定
し
て
算
定
さ
れ
る
逸
失
利

益
の
現
在
価
値
を
算
定
す
る
上
で
、
将
来
分
の
利
益
を
名
目
金
利
に

従
っ
て
控
除
す
る
合
理
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た

(

民
集
五
九
巻

五
号
一
〇
六
六
頁)

。

(

９)

本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
六
月
一
五
日
に
開
催
さ
れ
た

｢

第
二
回

[

神
戸
大
学]

民
法
改
正
合
同
勉
強
会

(

第
三
期)｣

に
お
い
て
、
筆

者
が
報
告
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
つ
き
若
干
の
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。
同
勉
強
会
に
出
席
さ
れ
た
先
生
方
の
ご
質
問
・
ご
意
見
に

対
し
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

(�)������������������������������������������
(�)�������������������������������������������������

詳

細
は
、｢

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日｣

参
照
。

������������������������������������������
(�)

法
制
審
議
会
民
法

(

債
権
関
係)

部
会

(

以
下

｢

部
会｣

と
い
う)

の
部
会
資
料
・
議
事
録
は
、
法
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
示
さ
れ

て
い
る
。��������������������������������������������������

本
稿
に
お
い
て
は
、
法
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
示
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
に

よ
り
引
用
す
る
。

各
案
と
し
て
は
、
①

｢

民
法

(

債
権
関
係)

の
改
正
に
関
す
る
中

間
試
案｣

(

平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
決
定
、
同
七
月
四
日
補
訂
、

以
下

｢

中
間
試
案｣

と
引
用)

、
②

｢

民
法

(

債
権
関
係)

の
改
正

に
関
す
る
要
綱
仮
案
の
原
案

(

そ
の
一)｣

部
会
資
料
七
九－

一
、

同

｢
(

そ
の
二)｣

部
会
資
料
八
〇－

一
、
同

｢(

そ
の
三)｣

部
会

資
料
八
一－

一

(

以
下

｢

要
綱
仮
案
の
原
案

(

そ
の
一)

(

そ
の
二)

(

そ
の
三)｣

と
し
て
引
用)

、
③

｢

民
法

(

債
権
関
係)

の
改
正
に

関
す
る
要
綱
仮
案
の
第
二
次
案｣

部
会
資
料
八
二－

一

(

以
下

｢

要

綱
仮
案
の
第
二
次
案｣

と
し
て
引
用)

、
④

｢

民
法

(

債
権
関
係)

の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案

(

案)｣

部
会
資
料
八
三－

一

(

以
下

｢
要
綱
仮
案

(

案)｣

と
し
て
引
用)

、
⑤

｢

民
法

(

債
権
関
係)

の

改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案｣

(

平
成
二
六
年
八
月
二
六
日
決
定
、
以

判例評釈
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下

｢

要
綱
仮
案｣

と
し
て
引
用)

、
⑥

｢

民
法

(

債
権
関
係)

の
改

正
に
関
す
る
要
綱
案
の
原
案

(

そ
の
一)｣

部
会
資
料
八
四－

一
、

同
｢(

そ
の
二)｣

同
八
六－

一

(

以
下

｢

要
綱
案
の
原
案

(

そ
の
一)

(

そ
の
二)｣

と
し
て
引
用)

、
⑦

｢

民
法

(

債
権
関
係)

の
改
正
に

関
す
る
要
綱
案

(

案)｣

部
会
資
料
八
八－

一

(

以
下

｢

要
綱
案

(

案)｣

と
し
て
引
用))

、
⑧

｢

民
法

(

債
権
関
係)

の
改
正
に
関
す

る
要
綱
案｣

(

平
成
二
七
年
二
月
一
〇
日
決
定
、
以
下

｢

要
綱
案｣

と
し
て
引
用)

、
⑨

｢
民
法

(

債
権
関
係)

の
改
正
に
関
す
る
要
綱｣

(

平
成
二
七
年
二
月
二
四
日
決
定
、
以
下

｢

要
綱｣

と
し
て
引
用)

、

⑩

｢

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱｣
(���������������

���������������������������
以
下

｢

法
律
案
要
綱｣

と
し
て
引

用)

、
⑪

｢

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案｣

(

平
成
二
七
年
三
月

三
一
日
第
一
八
九
回
国
会
提
出
、
以
下

｢
法
案｣

と
し
て
引
用)

������������������������������������������
が
あ
る
。
な
お
平

成
二
九
年
四
月
一
四
日
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
議
決
さ
れ
た
。

(�)
部
会
に
お
け
る
審
議
経
過
の
う
ち
、
各
案
と
改
正
法
案
条
文
案
・

改
正
法
条
文
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
三

日
開
催

｢

第
八
回

[

神
戸
大
学]

民
法
改
正
合
同
勉
強
会｣

に
お
け

る
筆
者
の
報
告

｢

第
一
〇

法
定
利
率

三

中
間
利
息
の
控
除｣

に
拠
る
。

①

｢

中
間
試
案

第
八

債
権
の
目
的

四

法
定
利
率

(

民
法
四

〇
四
条
関
係)

(

三)

中
間
利
息
控
除｣

②
同

｢

補
足
説
明｣

③

｢

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
〇)

第
一

債

権
の
目
的

(

法
定
利
率)

｣

部
会
資
料
七
四
Ｂ

④

｢

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
七)

第
一

法

定
利
率｣

部
会
資
料
八
一
Ｂ

⑤

｢

要
綱
仮
案
の
第
二
次
案

第
九

法
定
利
率

三

中
間
利
息

控
除｣

部
会
資
料
八
二－

一

⑥
同

｢

補
充
説
明｣

部
会
資
料
八
二－

二

⑦

｢

要
綱
仮
案

(

案)

第
九

法
定
利
率

三

中
間
利
息
控
除｣

部
会
資
料
八
三－

一

⑧
同

｢

補
充
説
明｣

な
し

⑨

｢

要
綱
仮
案

第
九

法
定
利
率

三

中
間
利
息
控
除｣

⑩

｢

要
綱
案
の
原
案

(

そ
の
一)

第
九

法
定
利
率

三

中
間

利
息
控
除｣

部
会
資
料
八
四－

一

⑪
同

｢

補
充
説
明｣

部
会
資
料
八
四－

三

＊
⑫

｢

要
綱
案

(

案)

第
九

法
定
利
率

三

中
間
利
息
控
除｣

部
会
資
料
八
八－

一

⑬
同

｢

補
充
説
明｣

な
し

⑭

｢

要
綱
案

第
九

法
定
利
率

三

中
間
利
息
控
除｣

⑮

｢

要
綱

第
九

法
定
利
率

三

中
間
利
息
控
除｣

⑯

｢

法
律
案
要
綱

第
十

法
定
利
率

三

中
間
利
息
控
除

第

一
項

(

第
四
百
十
七
条
の
二
第
一
項
関
係)

、
第
二
項

(

第
四
百

十
七
条
の
二
第
二
項
関
係)｣

＊
法
案
条
文
案
と
形
式
上
同
じ
も
の
は
、
⑫
の
段
階
で
提
示
さ
れ
た
。
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(�)
民
法
が
改
正
さ
れ
た
規
定
に
関
す
る
重
要
な
最
高
裁
判
決
に
つ
い

て
、
民
法
改
正
が
施
行
さ
れ
た
後
、
そ
れ
ら
の
判
例
が
意
義
を
有
す

る
か
ど
う
か
、
有
す
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
か
等

を
検
討
す
る
。

(�)
本
判
決
の
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
中
村
也
寸
志
・
曹
時
五
九
巻
九

号
二
八
一
頁
以
下

(

二
〇
〇
七
年)

(

最
判
解
民
平
一
七
年
三
二
一

頁
以
下
所
収)

、
及
び
同
二
九
四
頁

(

注
８)

記
載
の
も
の
の
ほ
か
、

尾
島
茂
樹
・
交
通
事
故
判
例
百
選

[

第
五
版]

(

二
〇
一
七
年)

一

〇
四
頁
以
下
が
あ
る
。

(�)
｢

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
〇)

第
一

債

権
の
目
的(

法
定
利
率)

(

〇)

総
論｣
部
会
資
料
七
四
Ｂ
・
一
〜
二

頁
。
忍
岡
真
理
恵
・
松
尾
博
憲

｢

徹
底
フ
ォ
ロ
ー
！
法
制
審
民
法

(

債
権
関
係)

部
会
第
三
ス
テ
ー
ジ
の
審
議
状
況

(

一
三)｣

Ｎ
Ｂ
Ｌ

一
〇
二
一
号
一
〇
頁
。

(�)
資
料

｢

第
一
九
三
回
国
会

閣
法
第
六
三
号

衆
議
院
議
員
法
務

委
員
会
附
帯
決
議
・
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附

帯
決
議｣

Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
〇
一
号
八
頁

(

二
〇
一
七
年)

。

(�)
部
会
資
料
七
一－

三
・
一
二
〜
一
四
頁
。

(�)
｢

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
〇)

第
一

債

権
の
目
的

(

法
定
利
率)

(

四)

中
間
利
息
控
除｣

部
会
資
料
七
四

Ｂ
・
九
〜
一
〇
頁
。

(�)

た
と
え
ば
、
一
八
歳
の
男
女
の
逸
失
利
益
を
東
京
地
裁
方
式
に
よ

り
算
定
し
、
生
活
費
控
除
五
割
、
法
定
利
率
年
三
％
に
対
応
す
る
中

間
利
息
係
数
二
五
・
五
〇
一
七

(

年
五
％
で
は
一
八
・
一
六
八
七)

、

平
成
三
〇
年

｢

賃
金
セ
ン
サ
ス｣

の
年
収
、
男
子
労
働
者
全
年
齢
平

均
賃
金
年
額
五
五
八
万
四
五
〇
〇
円
、
全
労
働
者
全
年
齢
平
均
賃
金

年
額
四
九
七
万
二
〇
〇
〇
円

(

男
子
の
八
九
％)

、
女
子
労
働
者
全

年
齢
平
均
賃
金
年
額
三
八
二
万
六
三
〇
〇
円

(

男
子
の
六
八
％)

に

基
づ
く
と
、
一
八
歳
の
男
子
労
働
者
の
逸
失
利
益
は
五
〇
七
三
万
一

五
五
二
円⇒

七
一一
二二
〇〇
万
七
一一
二二
一一
円
、
一
八
歳
の
全
労
働
者
の
逸

失
利
益
四
五
一
六
万
七
三
八
八
円⇒

六
三三
三三
九
万
七
二二
二二
六
円

(

ち

な
み
に
生
活
費
控
除
四
割
と
す
る
と
、
五
四
二
〇
万
〇
八
六
五
円⇒

七
六
〇〇
七
万
六
六
七
一一
円)

、
一
八
歳
の
女
子
労
働
者
の
逸
失
利
益

三
四
七
五
万
九
四
四
八
円⇒

四
八
七
八
万
八
五
七
七
円
、
女
子
平
均

賃
金
に
生
活
費
控
除
を
三
割
と
す
る
と
、
女
子
の
逸
失
利
益
は
四
八

六
六
万
三
二
二
七
円⇒

六
八
三三
四
万
四
九
八
七
円
と
、
そ
れ
ぞ
れ
一

四
〇
〇
万
円
強
〜
二
一
〇
〇
万
強
増
額
す
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
男
女

格
差
は
や
や
減
少
す
る
。

(�)
｢

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
〇)

第
一

債

権
の
目
的

(

法
定
利
率)

(

四)

中
間
利
息
控
除｣

部
会
資
料
七
四

Ｂ
・
一
一
頁
。

(�)
能
見
善
久
・
中
井
康
之

｢

債
権
法
改
正
と
実
務
上
の
問
題

〇
一

法
定
利
率｣

ジ
ュ
リ
一
五
一
四
号
六
四
頁

(

二
〇
一
八
年)

。

(�)
た
と
え
ば
、
東
京
高
判
平
成
一
三
年
六
月
一
三
日
判
時
一
七
五
二

号
四
四
頁

(｢

利
率
が
年
五
％
と
定
め
ら
れ
た
の
は
、
民
法
制
定
当

時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
及
び
我
が
国
の
一
般
的
な
貸
付
金
利
が
五
％
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で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
金
員
の
一
般
的
な
運
用
利
率
を
長
期

的
に
展
望
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
あ
り

(

穂
積
陳
重
政
府
委
員
の
答

弁
を
参
照)

、
金
利
動
向
の
短
期
的
な
変
動
に
よ
っ
て
頻
繁
に
利
率

を
変
更
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
法
定
利

率
と
実
際
の
金
利
情
勢
と
の
著
し
い
乖
離
が
長
期
間
継
続
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
法
定
利
率
を
変
更
す
る
こ
と
も
考
慮
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
民
法
四
〇
四
条
の
改

正
と
い
う
立
法
上
の
手
当
が
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。｣)

。

(�)
井
上
繁
規
・
中
路
義
彦
・
北
澤
章
功

｢

交
通
事
故
に
よ
る
逸
失
利

益
の
算
定
方
式
に
つ
い
て
の
共
同
提
言｣

判
時
一
六
九
二
号
一
五
九

頁

(

二
〇
〇
〇
年)

。

(�)
た
と
え
ば
、
福
岡
地
判
平
成
八
年
二
月
一
三
日
判
タ
九
〇
〇
号
二

五
一
頁

(

年
四
％)

、
東
京
高
判
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
判
時
一

七
一
二
号
一
四
二
頁
交
通
民
集
三
三
巻
二
号
四
四
五
頁

(

年
四
％)

、

長
野
地
諏
訪
支
判
平
成
一
二
年
一
一
月
一
四
日
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一

三
八
〇
号
八
頁

(

年
三
％)

、
長
野
地
諏
訪
支
判
平
成
一
三
年
七
月

三
日
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
一
二
号
一
頁

(

年
三
％)

、
津
地
四
日

市
支
判
平
成
一
三
年
九
月
四
日
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
一
二
号
一
頁

(

年
二
％)

。

(�)

潮
見
佳
男

『

不
法
行
為
法』

(

信
山
社
、
一
九
九
九
年)

二
七
八

頁
。

(�)

野
村
好
弘
発
言
・
交
通
民
集
三
一
巻
索
引
・
解
説
号
四
二
二
頁
。

(�)

淡
路
発
言
・
同
右
四
二
三
頁
。
こ
の
点
に
つ
き
、
河
邉
和
義
裁
判

官
は
、
他
の
裁
判
所
の
交
通
部
と
の
協
議
会
で
、｢

特
に
労
働
能
力

の
喪
失
期
間
が
三
年
、
四
年
と
い
う
短
期
間
の
場
合
に
、
な
お
年
五

パ
ー
セ
ン
ト
で
資
金
運
用
し
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
年
五
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
で
中
間
利
息
を
控
除
し
た
と
す
る
と
、
果
た
し
て

『

現
実
離
れ
し
て
い
る』

と
い
う
批
判
に
耐
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か｣

と
い
う
懸
念
が
表
明
さ
れ
た
と
い
う

(

同
右
四
二
四
頁)

。

(�)
吉
村
良
一

｢

判
批｣

判
評
五
一
七
号
二
一
頁

(

判
時
一
七
七
〇
号

一
八
三
頁)

(

二
〇
〇
二
年)

。

(�)
大
島
眞
一

｢

逸
失
利
益
の
算
定
に
お
け
る
中
間
利
息
の
控
除
割
合

と
年
少
女
子
の
基
礎
収
入｣

判
タ
一
〇
八
八
号
六
四
頁

(

二
〇
〇
二

年)

、
加
藤
雅
信

『

新
民
法
体
系
Ⅲ

債
権
総
論』

(

有
斐
閣
、
二
〇

〇
五
年)

三
七
頁
、
小
野
秀
誠

｢

判
批｣

民
商
一
三
三
巻
四
・
五
号

八
四
〇
頁

(

二
〇
〇
六
年)

、
同

｢

変
動
利
率
と
超
・
低
金
利
の
法

律
問
題｣

Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
〇
八
号
五
七
頁

(

二
〇
一
三
年)

。

(�)
た
と
え
ば
、
さ
い
た
ま
地
判
平
成
二
〇
年
七
月
三
〇
日

���
／����������
の
原
告
ら
は
、
高
三
男
子
の
学
校
事
故
に
よ

る
死
亡
逸
失
利
益
に
つ
き
、
中
間
利
息
の
控
除
方
式
に
つ
い
て
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
方
式
を
と
る
場
合
、
中
間
利
息
の
控
除
割
合
を
年
二
％
と

し
て
計
算
す
べ
き
と
主
張

(｢

中
間
利
息
を
控
除
す
る
根
拠
は
、
加

害
者
、
被
害
者
間
の
不
公
平
を
解
消
す
る
点
に
あ
る
と
こ
ろ
、
控
除

す
べ
き
利
息
は
、
遺
族
が
受
け
取
る
金
額
を
元
本
と
し
て
運
用
し
た

場
合
に
得
る
こ
と
の
で
き
る
運
用
利
益
と
し
て
の
利
息
で
あ
っ
て
、

そ
の
控
除
率
は
、
市
民
層
の
一
般
的
な
運
用
方
法
で
あ
る
定
期
預
金
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の
金
利
を
基
準
に
計
算
す
べ
き
で
あ
る
。
民
法
四
〇
四
条
が
定
め
る

民
事
法
定
利
率
は
、
金
銭
債
務
の
遅
延
損
害
金
や
利
息
に
つ
い
て
、

当
事
者
間
に
合
意
の
な
い
場
合
に
法
律
が
一
定
の
利
率
を
定
め
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
任
意
に
相
手
方
に
金
銭
を
支
払
わ
な
い
者
に
対
す

る
一
種
の
制
裁
的
要
素
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
逸
失
利
益
算

定
の
際
に
控
除
す
べ
き
利
息
と
は
適
用
さ
れ
る
場
面
を
全
く
異
に
す

る
。｣

｢

Ａ
が
死
亡
し
た
平
成
一
六
年
五
月
当
時
、
預
入
金
額
一
〇
〇

〇
万
円
以
上
、
預
入
期
間
一
〇
年
の
定
期
預
金
の
金
利
は
、
年
〇
・

二
二
七
％
の
低
金
利
の
状
態
で
あ
る
。
近
時
の
公
定
歩
合
、
銀
行
預

金
利
率
、
経
済
情
勢
の
客
観
的
状
況
及
び
予
測
等
を
総
合
勘
案
す
れ

ば
、
今
後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
低
金
利
時
代
が
続
く
蓋
然
性
は
非
常

に
高
く
、
仮
に
上
昇
す
る
と
し
て
も
、
平
均
し
て
年
五
％
の
運
用
利

回
り
に
ま
で
上
昇
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ

る
。｣

｢

し
た
が
っ
て
、
加
害
者
と
被
害
者
と
の
間
の
公
平
を
図
る
た

め
に
は
、
現
在
及
び
将
来
の
金
員
の
一
般
的
運
用
利
益
を
考
慮
し
て
、

年
二
％
と
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。｣)

。

(�)
典
型
的
に
は
、
た
と
え
ば
、
五
八
歳
の
専
業
主
婦
の
後
遺
障
害
逸

失
利
益
に
つ
き
、
原
告
が
中
間
利
息
の
控
除
割
合
を
年
二
パ
ー
セ
ン

ト
と
主
張
し
て
も
、
東
京
地
判
平
成
一
八
年
一
〇
月
二
六
日
交
通
民

集
三
九
巻
五
号
一
四
七
二
頁
は
、
単
に

｢

控
除
す
べ
き
中
間
利
息
は

五
パ
ー
セ
ン
ト
が
相
当｣

と
し
た
。
同
様
に
、
二
五
歳
の
有
職
男
子

の
後
遺
障
害
逸
失
利
益
に
つ
き
、
原
告
が
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
係
数
に
よ
り
中
間
利
息
を
控
除
し
て
請
求
し
て
も
、
名
古

屋
地
判
平
成
一
九
年
五
月
八
日
交
通
民
集
四
〇
巻
三
号
五
八
九
頁
は
、

特
に
理
由
も
付
け
ず
、
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
係
数
を

採
用
し
た
。

(�)

井
上
・
中
路
・
北
澤
・
前
掲
注

(�)

一
六
二
頁
以
下
。
い
わ
ゆ

る
賃
金
セ
ン
サ
ス
の
男
女
別
全
年
齢
平
均
賃
金
を
基
礎
に
中
間
利
息

を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
に
よ
り
控
除
す
る

｢

東
京
地
裁
方
式｣

に
よ

る
逸
失
利
益
算
定
の
統
一
化
で
あ
る
。

(�)
大
島
眞
一

｢

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
と
ホ
フ
マ
ン
方
式｣

判
タ
一
二

二
八
号
五
三
頁
以
下
、
特
に
六
四
、
六
五
頁

(

二
〇
〇
七
年)

(

現

在
の
金
利
情
勢
等
か
ら
、
年
五
％
の
複
利
で
中
間
利
息
を
控
除
す
る

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
は
控
除
し
す
ぎ
と
し
て
、
ホ
フ
マ
ン
方
式
の
採

用
を
主
張)

。
た
と
え
ば
、
本
判
決
が

｢

中
間
利
息
の
控
除
に
お
い

て
法
定
利
率
を
採
用
す
る
以
上
、
控
除
方
式
と
し
て
は
、
特
段
の
事

情
が
な
い
限
り
、
民
法
四
〇
五
条
が
定
め
る
原
則
で
あ
る
単
利
に
相

当
す
る
方
式
、
す
な
わ
ち
ホ
フ
マ
ン
方
式
を
採
用
す
べ
き｣

(

名
古

屋
地
判
平
成
一
九
年
七
月
三
一
日
交
通
民
集
四
〇
巻
四
号
一
〇
六
四

頁
の
原
告)

、｢

中
間
利
息
控
除
の
計
算
方
法
と
し
て
、
民
法
が
利
息

に
つ
い
て
は
単
利
計
算
を
原
則
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
と
解
さ
れ

る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
ホ
フ
マ
ン
方
式
を
採
用
す
べ
き｣

(

前
掲
東

京
地
八
王
子
支
判
平
成
一
九
年
九
月
一
一
日
の
原
告)

、｢

逸
失
利
益

の
算
定
に
当
た
っ
て
中
間
利
息
を
控
除
す
る
方
式
と
し
て
、
民
事
法

定
利
率
年
五
分
で
の
単
利
方
式
で
あ
る
ホ
フ
マ
ン
方
式

(

将
来
取
得

す
る
債
権
額
を
毎
年
均
等
に
取
得
す
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
複
式
ホ
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フ
マ
ン
方
式
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。)

を
採
用
す
べ
き｣

(

札
幌

高
判
平
成
二
〇
年
四
月
一
八
日���
／����������
の
原
告)

参

照
。さ

ら
に
、｢

単
利
が
原
則｣

を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、｢

倒
産
法
の

中
間
利
息
計
算
実
務
は
単
利
で
な
さ
れ
、
複
利
で
計
算
さ
れ
て
い
な

い
の
が
実
情
で
あ
る
こ
と
、
加
害
者
の
支
払
利
息
に
は
遅
延
損
害
金

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
利
で
計
算
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
中
間
利
息
控
除

利
率
の
み
複
利
で
計
算
す
る
こ
と
は
不
公
平
で
あ
る
こ
と
、
民
法
四

〇
五
条
で
複
利
計
算
が
一
般
的
に
許
さ
れ
な
い
の
に
、
被
害
者
の
運

用
利
率
の
み
複
利
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
に
あ
ま
り
に

不
利
で
、
被
害
者
と
加
害
者
の
損
害
分
担
の
公
平
の
理
念
に
反
す
る

こ
と｣

(

名
古
屋
地
判
平
成
一
九
年
七
月
三
一
日
交
通
民
集
四
〇
巻

四
号
一
〇
六
四
頁
の
原
告)

、｢

民
事
執
行
法
八
八
条
二
項
、
破
産
法

九
九
条
一
項
二
号

(

旧
破
産
法

〈

平
成
一
六
年
法
律
第
七
五
号
に
よ

る
廃
止
前
の
も
の〉

四
六
条
五
号
も
同
様)

、
民
事
再
生
法
八
七
条

一
項
一
号
、
二
号
、
会
社
更
生
法
一
三
六
条
一
項
一
号
、
二
号
に
よ

り
中
間
利
息
を
控
除
す
る
に
当
た
っ
て
ホ
フ
マ
ン
式
が
採
用
さ
れ
て

い
る｣

(

前
掲
最
判
平
成
一
七
年
六
月
一
四
日
の
差
戻
審
・
札
幌
高

判
平
成
一
八
年
三
月
二
三
日
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六
三
九
号
二
一
頁

の
控
訴
人)

、
を
挙
げ
て
い
る
。

(�)

淡
路
剛
久

『

不
法
行
為
法
に
お
け
る
権
利
保
障
と
損
害
の
評
価』

(

有
斐
閣
、
一
九
八
四
年)

一
五
九
頁
、
楠
本
安
雄

『

人
身
損
害
賠

償
論』

(

日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
年)

一
五
六
頁
、
吉
村
良
一

｢

判
批｣

民
商
八
九
巻
一
号
一
三
七
頁

(

一
九
八
三
年)

、
倉
田
卓
次

｢

年
金
賠
償
再
論｣

判
タ
八
五
四
号
八
頁
以
下

(

一
九
九
四
年)

、
同

｢

定
期
金
賠
償｣

浅
井
登
美
彦
・
園
尾
隆
司
編

『

現
代
裁
判
法
体
系

七』
(

新
日
本
法
規
、
一
九
九
八
年)

一
九
一
頁
以
下
、
藤
村
和
夫

｢

中
間
利
息
控
除
割
合

そ
の
議
論
の
終
焉
と
新
た
な
議
論
の
構
築

に
向
け
て

｣

賠
償
科
学
二
八
号
一
三
三
頁

(

二
〇
〇
二
年)

、
同

｢

判
批｣

交
通
民
集
三
四
巻
索
引
・
解
説
号
三
二
八
頁

(

二
〇
〇
四

年)

参
照
。

(�)
既
に
、
東
京
地
判
平
成
一
五
年
七
月
二
四
日
判
時
一
八
三
八
号
四

〇
頁
の
原
告
は
、
三
歳
と
一
歳
の
女
児
の
死
亡
逸
失
利
益
に
つ
き
、

一
八
歳
に
な
る
年
の
命
日
か
ら
三
三
歳
に
な
る
年
の
命
日
ま
で
の
一

五
年
間
に
つ
い
て
命
日
毎
の
定
期
金
賠
償
方
式
に
よ
る
支
払
い
、
以

後
の
死
亡
逸
失
利
益
に
つ
い
て
は
一
六
年
目
の
命
日
を
期
限
と
す
る

一
括
払
い
を
求
め
た
。｢

定
期
金
賠
償
方
式
に
よ
る
な
ら
ば
、
一
時

金
賠
償
方
式
に
よ
る
場
合
の
中
間
利
息
控
除
に
お
け
る
法
定
利
率
と

実
勢
利
率
と
の
乖
離
と
い
う
困
難
な
問
題
に
直
面
せ
ず
に
済
む
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
定
期
金
賠
償
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
有

意
性
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か｣

と
主
張
し
て
い
た
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、
大
阪
地
判
平
成
一
七
年
六
月
二
七
日
交
通
民

集
三
八
巻
三
号
二
八
二
頁
の
原
告
ら
は
、
一
八
歳
の
高
三
男
子
の
死

亡
逸
失
利
益
に
つ
き
、
ま
ず

｢

不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
一
時
金
賠
償
方
式
の
み
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
は
現

在
で
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
後
遺
障
害
逸
失
利
益
や
将
来
の
介
護
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費
用
に
つ
い
て
の
定
期
金
請
求
は
、
将
来
の
時
間
的
経
過
に
伴
っ
て

損
害
が
具
体
化
す
る
と
い
う
実
態
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
損
害
賠
償

請
求
権
者
の
選
択
に
よ
り
定
期
金
請
求
が
当
然
認
め
ら
れ
る｣

と
し
、

｢

死
亡
逸
失
利
益
に
つ
い
て
も
、
被
害
者
が
生
き
て
い
た
な
ら
将
来

得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
を
て
ん
補
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害

者
が
各
年
齢
に
な
っ
た
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
金
額
か
ら
生
活
費
を

控
除
し
た
残
額
を
、
そ
れ
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
各
時
期
に
定
期
金

と
し
て
支
払
う
方
式
が
一
括
し
て
支
払
う
方
式
よ
り
合
理
的
で
あ｣

り
、｢

我
が
国
の
社
会
で
は
、
月
給
制
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、

毎
月
払
い
の
定
期
金
支
払
が
一
番
適
し
て
い
る｣

と
主
張
す
る
。
特

に
、｢

一
時
金
賠
償
方
式
に
お
い
て
は
、
通
常
民
事
法
定
利
率
で
あ

る
年
五
％
で
中
間
利
息
を
控
除
し
て
い
る
が
、
昨
今
の
よ
う
に
実
勢

利
率
が
極
め
て
低
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
法
定

利
率
と
実
勢
利
率
と
の
乖
離
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
死
亡
逸
失
利

益
に
つ
い
て
定
期
金
賠
償
方
式
を
採
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
中
間
利
息

の
問
題
は
生
じ
な
い｣

か
ら
、｢

実
質
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
、
死

亡
逸
失
利
益
に
つ
い
て
定
期
金
賠
償
方
式
を
採
る
意
味
が
あ
る
。｣

よ
っ
て
、｢

死
亡
逸
失
利
益
に
つ
い
て
、
一
時
金
と
し
て
請
求
す
る

か
、
定
期
金
と
し
て
請
求
す
る
か
は
、
そ
れ
が
損
害
賠
償
義
務
者
の

支
払
を
著
し
く
煩
瑣
に
す
る
な
ど
権
利
の
濫
用
と
評
価
さ
れ
る
よ
う

な
場
合
を
除
い
て
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る｣

と
主
張
し
た
。

(�)
｢

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
七)

第
一

法

定
利
率｣

部
会
資
料
八
一
Ｂ
・
七
頁
。

(�)

水
野
謙

｢

一
四

中
間
利
息
控
除｣

潮
見
佳
男
ほ
か
編

『

詳
解

改
正
民
法』

(

商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年)

一
二
〇
頁
。

(�)

潮
見
佳
男

『

民
法

(

債
権
関
係)

改
正
法
の
概
要』

(

き
ん
ざ
い
、

二
〇
一
七
年)

七
二
頁
。
な
お
、
本
条
は
、
前
掲
注

(�)

一
頁
と

同
じ
内
容
が
要
綱
仮
案
の
第
二
次
案
で
示
さ
れ
、
要
綱
仮
案

(

案)

、

要
綱
仮
案
に
引
き
継
が
れ
、
①
将
来
の
逸
失
利
益
に
つ
い
て
控
除
さ

れ
る
中
間
利
息
は
損
賠
償
請
求
権
発
生
時
の
法
定
利
率
と
さ
れ
、
要

綱
案
の
原
案

(

そ
の
一)

で
、
②
将
来
負
担
す
べ
き
費
用
に
つ
い
て

も
同
様
に
規
定
し
、
要
綱
案
、
要
綱
、
法
律
案
要
綱
、
改
正
法
案
、

改
正
法
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。

(�)
紙
幅
の
関
係
上
、
改
正
法
で
は

｢

法
定
利
率｣

に
つ
い
て
ど
の
よ

う
な
利
害
状
況
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
規
律
が
採
用
さ
れ
た
の
か
、
そ

の
規
律
の
下
で
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
論
が
適
切
で
あ
る
か
、
今
後
の

課
題
等
に
関
し
て
は
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

な
お
、
四
〇
四
条
の
各
案
と
改
正
法
案
条
文
案
・
改
正
法
条
文
と

の
対
応
関
係
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

｢

中
間
試
案

第
八

債
権
の
目
的

四

法
定
利
率

(

民
法
四

〇
四
条
関
係)

(

一)

変
動
制
に
よ
る
法
定
利
率

(

二)

法
定

利
率
の
適
用
の
基
準
時
等｣

②
同

｢

補
足
説
明｣

③

｢
要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
〇)

第
一

債

権
の
目
的

(

法
定
利
率)｣

部
会
資
料
七
四
Ｂ
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④

｢

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
三)

第
一

法

定
利
率｣

部
会
資
料
七
七
Ｂ

⑤
｢

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討

(

一
七)

第
一

法

定
利
率｣

部
会
資
料
八
一
Ｂ

⑥

｢

要
綱
仮
案
の
第
二
次
案

第
九

法
定
利
率

一

変
動
制
に

よ
る
法
定
利
率｣

部
会
資
料
八
二－

一

⑦
同

｢

補
充
説
明｣
部
会
資
料
八
二－

二

⑧

｢

要
綱
仮
案

(

案)
第
九

法
定
利
率

一

変
動
制
に
よ
る

法
定
利
率｣

部
会
資
料
八
三－

一

⑨
同
・
補
充
説
明
な
し

⑩

｢

要
綱
仮
案

第
九

法
定
利
率

一

変
動
制
に
よ
る
法
定
利

率

(

民
法
第
四
〇
四
条
関
係)｣

⑪

｢

要
綱
案
の
原
案(

そ
の
一)

第
九

法
定
利
率

一

変
動

制
に
よ
る
法
定
利
率

(

民
法
第
四
〇
四
条
関
係)｣

部
会
資
料
八

四－

一

⑫
同

｢

補
充
説
明｣

な
し

＊
⑬

｢

要
綱
案

(

案)

第
九

法
定
利
率

一

変
動
制
に
よ
る
法

定
利
率

(

民
法
第
四
〇
四
条
関
係)

｣

部
会
資
料
八
八－

一

⑭
同

｢

補
充
説
明｣

な
し

⑮

｢

要
綱
案

第
九

法
定
利
率

一

変
動
制
に
よ
る
法
定
利
率

(

民
法
第
四
〇
四
条
関
係)｣

⑯

｢

要
綱

第
九

法
定
利
率

一

変
動
制
に
よ
る
法
定
利
率

(

民
法
第
四
〇
四
条
関
係)｣

⑰

｢

法
律
案
要
綱

第
十

法
定
利
率

一

変
動
制
に
よ
る
法
定

利
率

第
一
項
〜
第
五
項

(

第
四
百
四
条
関
係
第
一
項
〜
第
五
項

関
係)｣

＊
法
案
条
文
案
と
形
式
上
同
じ
も
の
は
、
⑬
の
段
階
で
提
示
さ
れ
た
。
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